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2040年を展望した医療について

2025年10月26日

厚生労働省医政局



唱

－ 
I 

． －－ 
,I J・
r F ・． ・4・ 唱
4・.. ,. 
I' 且ー． 面‘．唱ー－唱

・唱,I • ．．． 
． 

．．． ．． ．．．．．． 
・．唱..: .・ ．唱・2・ii 
－－ E』・ ー・• • r ・

r 

－ 

． .. E圃・． ． 
唱

・』． 
－－－ 

． 
． 
・4

・』． 
． ． 

． 

． 

唱

． ． 



厚生労働省出川ぷ；間ranWe fare 

2040年を展望した医療について



（地域医療構想）
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・ 2026年度以降の地域医療構想の取組について、今後、医療・介護の複合
二一ズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に伴う医療需要の
変化に対応できるよう、 2040年頃を視野に入れつつ、病院のみな5ず、
かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、中長期的課題を
整理して検討を行う。

－こうした対応に実効性を持たせるため、都道府県の責務の明確化等に関
し必要な法制上の措置等について検討を行う。



第3章中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画J～

（社会医療・介護サービスの提供体制等）

高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応す否ため、限りある資源を有効に活用しながら、質の高

い効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保すあととちに、医療・介護DXの政府を挙げての強

力な推進、ロボット・デジタル技術やIC T・オンライン診療の活用、タスクシフト／シェア、医療

の機能分化と連携など地域の実情に応じぺ多様な政策を連携させる必要がある。 国民回線に立ったか

かりつけ医機能が発揮される制度整備、 j也域医癒連携推進法人・社会福祉連携推進法人の活用、救急

医療体制の確保、持続可能なドクターヘリ運航の推進や、 居住地によらず安全に分ぺんできる周産期

医療の確保、都道府県の刀パナンスの強化を図る。地域医療構想について、 2025年に向けて国がアウ

トリーチの伴走支援に取り組む。 また、 2040年頃を見据えて、医療・介護の複合ニースを抱える85

歳以上人口の増大や現役世代の減少等に対応できるよう、地域医療構想の対象範囲について、かかり

つけ医機能や在宅医療、医療・介護連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体に拡大すると

ともに、病床機能の分化・連携に加えて、医療機闘機能の明確化、都道府県の責務・権限や市町村の

役割、財政支援の在り方等についてh 法制上の措置を含めて検討を行い、 2024年末までに結論を得る。



地域医療構想における2025年の病床の必要量2015年度病床機能報告
（各医療機関が病棟単位で報告）※6

2023年度病床機能報告
（各医療機関が病棟単位で報告）※6

（入院受療率や推計人口か5算出した2025年の医
療需聾に基づく推計（平成28年度末時点）｝※4※6

89.6 
万床

2015年

高度急性期

16贋9Jヲ床（14%)

急性期

35.5万床（28%)

出典：2023年度病床機能報告
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2023年

高鹿急性期

16”O万床（13%)

'I霊性期
5.2万床減 30.3万床（25%)

2025年見込

0.6万床減

※1 

68.0 
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※1:2023年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定Jとして報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

高鹿急性期

回復期

37.5万床（31%)

53.1 
万床

（報告医療機関数／対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538(95.4%）、2023年度病床機能報告・12 173/12,352 (98.6%)) 
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100%にならない場合がある
※4：平成25年度（2013年度）のNOBのレセプトデータ及びDPCデー夕、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人民（平成25年（2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計
※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（＊）：18,423床（参考 2022年度病床機能報告：18,399床）
＊救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数
※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較
するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で、地域医療構想調整会議で、協議を行うことが重要o
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和6年12月3日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）

・現行の地域医療構想、においては、病床の機能分化・連携を進めない場合は高齢化により2025年時点で152万床程度の病床が必要と推
計されたが、①一般病床のC3基準未満の医療資源投入量の患者数は在宅医療等の医療需要とすること、②療養病床の医療区分1の患
者のアQO/oは在宅医療等の医療需要とすること、③療養病床の入院受療率の地域差解消の取組を進めることにより、 2025年時点の必要
病床数を119万床程度とする目標としている。

• 2025年時点の必要病床数の推計値（病床の機能分化・連携を進めない場合）と、 2022年度の診療実績（NOBのデータ）に基づく
2025年時点、の推計値を比べると、①一般病床のC3基準未満の患者に係る病床数は11.8万床から4.3万床に減少（64%減）、②療養
病床の医療区分1の患者に係る病床数は12.8万床から3.0万床に減少（76°/o減）、③医療区分1以外の慢性期病床の減少は11.9万床
に近い11.0万床の減床となっている。

現行の地域医療構想の病床の推計値と
（万床）

2023年度病床機能報告の病床数

160 1 151.7 
属圃園圃圃瞳掴

140 I 13.0 

120 -I 40 1 
119.1 119.2 

13.0 16.0 高度急性期

急性期
80 1 37.5 

回復期

37.5 
t慢』｜全期

40 20.4 
61.1 

20 
28.4 30.3 

。
2025年 2025年 2023年

病携要床病を進の床め機数な能のい分推場イ計じ合値・連の必 現に行おけのる地必域要医病療床構数想 病床機能報告

※病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わ
せたちのであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、
詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

①C3基準未満の患者に係る病床

15 
万床

10 

5 

。

C3基準未満の患者に係る病床数の推計値（2025年時点）

11. 8 

病床の機能分化・連携
を進めない場合の必要
病床数の推計値

4. 3 

2022NDB等の現状投影

②療養病床の医療区分 1の患者に係る病床

万床
15 療養病床の医療区分1の患者に係る病床数の推計値（2025年時点）
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病床の機能分化・連携 2022NDB等の現状投影
を進めない場合の必要
病床数の推計値

③医療区分1以外の慢性期病床の減少
ム20

万床

。

産療区分1以外の慢性期病床の減少の推計値（2025年時点）

ム11.9 ム11.0 

現行の地域産療構想 2022NDB等の現状投影



2015年度病床機能報告
（各医療機関が病棟単位で報告）※5

2015年

高鹿急性期

16.9万床｛14%)

89.6 
万床

2024年度病床機能報告
（各医療機関が病棟単位で報告）※5

地域藍療構想における2025年の病床の必聾量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））※3※5
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2024年
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53.1 
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回復期

37.5万床（31%)回復期

20.7万床（18%)

5β万床減

出典：2024年度病床機能報告 」－ －ー四ーー四ー四ー－ －ー四－ ---

※1：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比献を行う併は留意が必要
（報告医療d勘数／対象医療機関数（報告率） 2015年度減床議能報告：13,863/14,538(95.4%）、2024年度病床機能報告11846/12,0似 98.2%))

※2：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100%にならない場ムがある
※3：平成25年度（2013年度）のNOBのレセプトデータ及びDPCデー夕、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来拒計人口（平成25年（2013年）3月中位推計）』等
を用いて推計

※4：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（＊）：18,274床（参考 2023年度病床機能報告：18,423床）
＊決命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～6、ハイケアユニット入院医療管理料1・ 2のいず、れかの届出を行っている届出病床数
※5：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数雪機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較
するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域産療構想調整会議で、協議を行うことが重要o 7 



引き続き増加が見
0 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、 85歳以上で上昇する。
0 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、 85歳以上の人口は、 2040年に向けて、
込まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

85歳以上の人口の推移
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（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所 f日本の将来推計人口j
（令和5(2023）年4月推計）出生中位（死亡中位）推計
2020年までの実績は、総務省統計局「国勢調査J （年齢不詳人口を按分補正した人口）

5.7% 

0.0% 
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90～歳

出典： 2022年9月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2022年10月1日
人口（総務省統計局人口推計）から作成
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第ア田 f新たな地域匿療構想、等に関する検討会J資料

医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。 2020年から2040年にか

けて、 85歳以上の救急搬送は75°/o増加し、 85歳以上の在宅医療需要は62°/o増加することが見込まれる。

年齢階級別の訪問診療患者数の将来推計年齢階級別の救急、搬送の件数の将来推計
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2040年

2020年から2040年にかけて、 75歳以上の訪問診療の需要は

43%増、うち85歳以上の訪問診療の需要は62°/o増と見込まれる。

2025 2020 
2040年

2020年から2040年にかけて、 75歳以上の救急搬送は36°/o増、

うち85歳以上の救急搬送は75°/o増と見込まれる。

2025 2020 

。

9 
出典：厚生労働省「患者諮査j (2017年）
総務省 f人口推計J(2017年）
極支社会保障・人口問題研究所 f臼本の1也域別将来推計人口（2023年推計） J 
を基に池域医療計画課において推計。

資料出所：消防庁データを用いて、救急路送（2019年度分）の件数を集計したものを、 2020年1月住民基本台帳人口で把媛した都道府県別人口で除して年齢階級
別に利用率を作成し、地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急鍛i去の1見当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。



回福田【鑑闘l~l'li田扇霊園盟臨調島園i翻壇場誼量諸国蕗霊園調医事園！・

I 2010年と2022年の救急搬送人員の比較（年齢・重症度別）

0高齢者の人口増加に伴い、高齢者の軽症・中等症の救急搬送が増加している。
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2010年中 2022年中

小児 ｜ 成人 ｜ 高齢者

死亡 I o.oり万人 I 1.6万人 I 5.9万人

重症 I 1.1万人 I 12.7万人 I 34.0万人
中等症 I 10.2万人 I 61.2万人 I 119.8万人
軽症 I M二万人 I 122.ε万人 I 93.9万人
総人口 I 2049.6万人 I 7807.7万人 I294s.4万人
傷病程度とは、救急、聞が傷病者を医療機関に搬送し、初診碍におけ
否医師の診断に基づき、分類する。

死亡：初診時にお汁て死亡が確認されたちの
重症（長期入院） ：傷病程度が3週間の入院加療を必要とするもの
中等症（入院診療） ：傷病程度が重症または軽症以外のもの
軽症（外来診療） ：傷病程度が入院加療を必要としないもの

令相5年度 f救急・救助の現況J （総務省消防庁）のデータ（第32及
び38表）をもとに分析ζ 総人口については、 「救急・救助の現況Jに
準じ令和2年国勢詞査人口を記載

‘』
....... 

死亡

..........・・..・・・・・・・a・・a

重症
（長期入院）
・・・.・・2・・.・・・・・・・・・・・・・・・・

中等症
（入院診療）
・・・・・・...................

軽症
（外来診療）

総人口

小児

( 1 8歳未満）
。司 06万人
-0. 0 3万人
.6.33% 
・6'. ・s・万人
-0. 3万人
.6.27% 
ii. ·~r万人
+ 1. 2万人
+12% 
j"5', ＇§万人
十 2. 8万人
÷8% 
1826.2万人
-223.4万人

•11% 

成人 自齢者

( 1 8歳～64歳） ( 6 5歳以上）
1. 3万人 7. 8万人
-0. 3万人 + 1. 9万人
企19% 十32%
9事 6万人 j''i. 'i万人
一3. 1万人 十3. 7万人

•24% 十11%
・g .. o・. ・s・万人 i·~r·s·. ・a万人
-0. 4万人 十78. 2万人

•1% +65% 
T I ·~r. ・s万人 i'Lf ・2. '7万人
-8. 3万人 +4 8. 8万人

•7% 十52%
6961.6万人 3533.6万人
-846嘗1万人 ÷585.2万人

•11% 十20%

10 



老人ホーム（特養、有老等）からの救急搬送件数について、令和3年（2021年）の約45万人（全体の8.2°/o）から、 2040

年には約67万人に増加、特！こ85歳以上が増加する見込み。

100.0% 

90.0% 

80.0% 

70.0% 

60.0% 

50首0%

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

事故発生場所別の搬送人員内訳（令和3年）

(325万人）

59.2% 

(52万人） (45万人）

9.4% 8.2% 8.0% 
10.4% 

病院・診療所老人ホーム その他

公衆出入場所 道路

4.8% 

不詳

老人ホームからの救急搬送件数の見通し

（万人）

70 100% 

90% 
60 

ア%
80% 

50 70% 

60% 
40 

50% 

30 
40% 

20 30% 

20% 

10 11 12 11 
10% 

。 l1 3 
主 0% 

2021年 2025年 2040年

資料出所：総務省消防庁「救急、統計jデータ（2021年）特別集計デー夕、総務省統計局「人口推計j (2021年）及び

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口J (2023年推計）を基に厚生労働省霞政局地域医療計画課において作成

85歳以上

75-84歳

65-74歳

15-64歳

麟鱗翻15歳未満

同額同75歳以上割合

概問問85歳以上割合

11 



6年9月6日第8田新たな地域医療構想等に関する検討会資料

85歳以上の急性期における入院は、若年者と比べ、医療資源を多く要する手術を実施するものは少なく、疾患の種類は限定的

で、比較的多くの病院で対応可能という特徴がある。

85歳以上の頻度の高い傷病名（注） 15田65歳の頻度の高い傷病名（注）

傷病名 手術 割合 累積 病院数 傷病名 手術 割合 累積病院数

食物及び吐物による肺臓炎 なし 5.8% 5.8%: 3,726 大日景＜結腸＞のポリープ あり 2.2% 2.2% 2,811 

睡眠時無呼吸 なし 1.2% 3.4% 1,881 
うつ血性，［）不全 なし 5.1% 10.8% 3,350 

コロナウイルス感染症20 1 9, 
なし 0.8% 4.2% 2,680 

コ日ナウイルス感染症20 1 9, 
なし 3.6% 14.5%. 3,369 

ウイルスが同定されたもの

ウイルスが同定されたもの 尿管結石 あり 0.8% 5.0% 1,138 

肺炎F 詳細不明 なし 2.7%: 17.2% 3,399 穿孔又は膿療を伴わない大腸の憩室性疾患 なし 0.8% 5.8% 2,603 

転子貫通骨折閉鎖性 あり 2,510 乳房の悪性新生物＜腫湯＞，2.4% 19.6% あり 0.8% 6.6%. 1,129 
乳房上外側4分の1

尿路感染症F 部位不明 なし 2.3%. 21.9% 3,399 
急性虫垂炎F その他及び詳細不明 あり 0.8% 7.3% 1,877 

大腿骨頚部骨折閉鎖性 あり 2.0% 23.9% 2,511 子宮平滑筋腫F 部位不明 あり 0.7% 8.0% 840 

細菌性肺炎F 詳細不明 なし 1.6% 25.4% 乙615 一側性又は患側不明のそけい＜鼠径＞ヘルニアF
あり 0.7% 8.8% 2,141 

体液量減少（症） なし 1.6% 27.0% 3,480 
閉塞及びえ＜壊＞癌を伴わないもの

気管支及び肺の悪性新生物＜腫湯＞，
なし 0.7% 9.5% 1,055 腰椎骨折閉鎖性 なし 1.4% 28.4% 3,540 上葉F 気管支又は肺

85歳以上の上位so疾患までの手術ありの数 累積割合 15歳～65歳の上位so疾患までの 手術ありの数 累積割合

15 51% 30 28% 

注傷病名は、急性期入院料等を算定する病棟におけるICD-10傷病名



在宅医療を提供する医療機関は、近年、病院数は増加傾向にあるが、診療所数は横ばい。在宅医療の需要は、

2020年から2040年にかけて需要が50%以上増加するこ次医療圏が66あるなど、増加が見込まれる。

）鱒輔罷麓鑑盟諸盟理購輯覇 II輔監謹襲撃翻議議盤盟謹器醸醸購
訪問診療を行う診療所の数 ，，，，，川ゅ診療所全体（注） （こ占める割合

2020年から2040年への

訪問診療需要の変化率別二次医療因数
25 000 25% 

22.1% 22.4% 21.8% 21.6% 

20 000 20% 

66 70 

診
療
所

b恒 15,000 16,920 '15（｝も構

日比

10% 上七

58 
60 三n,

a又

数 10,000 50 49 
50 

43 
5,000 5% 39 

40 

0% 。
30 ト117 1120 H23 

；訪問診療を行う病院の数

H26 ト129 R2 

、病院全，体（注）！こ占める割合
23 

40% 4,000 36.1% 20 

31.7% 32.2% 3,500 31.6% 

3,000 

35% 

29.4% 10 28.0% 
30°ん

2,973 
病
院

2,849 
-1:lー 2,500b也 25% 構

20% 成

15% 比

2,702 2,692 。
2,582 

2,407 10%未満 10.0%以上 20.0%以上 30.0%以上 40.0%以上 50.0%以上

20.0%未満 30.0%未満 40.0%未満 50.0%未満

増加

設 2,000

数 1500 

減少
10% nu 

nu 
n
U
 

A
1

・2
出典：厚生労働省「患者調査j (2017年）総務省「人口推計j (2017年）
国立社会保障・人口問題研究所 f日本の地域別将来推計人口（2023年推計） J 
を基に地域医療計画課において推計。

※令和6年4月1日時点において二次医療圏は330であるが、上記の将来推計人口について、福島県相
双及びいわきの2二次医療圏は推計結果がないため、 328二次医療圏の推計結果である。

500 5% 

0% 。
ト129H'17 H20 H23 H26 R2 13 



令和6年9月6日第8田新たな地域産療構想等に関する検討会資料

多くの医療資源を要する医療について、 2020年から2040年にかけて、全ての診療領域において、半数以上の

構想区域で手術件数が少なくなる。

0% 

皮膚・皮下組織

筋骨格系・四肢・体幹

神経系・頭蓋

1 
眼

耳鼻咽喉

顔面・口腔・頭部

胸部

,t）・脈管／
1 

腹部
1 

尿路系・副腎

1 

'I生器

2020年から2040年への手術の算定回数の変化率別構想区域数（診療領域別）

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90°/c) 

71 94 89 

82 84 71 

76 99 ア8

81 97 63 

105 43 

91 63 

98 68 31 

83 94 72 

84 92 73 

83 91 74 

81 31 

園30%以上減少 口30%日20%減少 口20%日 10%減少 口10%-0%減少 口0%】 10%増加 圏10%以上i勧日

30 

資料出所：厚生労働省「NDBオープンデータj （令和4年度）、総務省 f人口推計J2022年、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口jを用いて、摩生労働省医政局地域産療計画課において作成。

※推計については、年齢構成の変化による需要の変化をみるため、全国計の性・年齢階級別の領域別の算定回数を分子、全閣の性・年齢階級別人口を分母として受療率を作成し、これを構想区域別の性・年齢階級別の

2020年、 2040年時点のそれぞれの人口に適用して作成しているちのであり、地域別の受療行動の変化の実態を織り込んでいるものではないことに留意が必要。

100% 

1 

2 
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和6年12月3日新たな地域産療構想、等に関する検討会資料（一部

｜瞳蓮議羽詰駐車霊轟護霊週盟
0医療機関機能に着目して、地域の実情に応じて、 f治す医療Jを担う医療機関と「治し支える医療jを担う医療機関の役割分担を明確化し、
医療機関の連携・再編・集約化が推進されるよう、医療機関（病床機能報告の対象医療機関）から都道府県に、地域で求められる役割を担
う「医療機関機能jを報告。地域の医療提供体制の確保に向けて地域で協議を行うととちに、国民・患者に共有。

0二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点、から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。
2040年頃を見据えて、人口規模が20万人未満の構想、区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題
がある場合には、必要に応じて構想、区域を拡大。

従来の構想区域だけでなく、広域な観点での区域や、在宅医療等に関するより狭い区域を設定。新たな地域医療構想、の策定・推進に向けて、地域に必要
な医療提供体制の確保のため実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた主な参加者等について刀イドラインで明確化。

主な具体的な内容（イメーラ）

高齢者救急・地域急性・高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、
期機能 入院早期からのリハビリ・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保する。

※ 地域の実情に応じた幅をちった報告のあり方を設定

在宅医療等連携機能 ・地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院
対応を行う。

※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

急性期拠点機能 ・地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多
く要する症例を集約化した医療提供を行う。
※ 報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情ち踏まえた一定の水準を満たす役割を設定o また、ア
クセスや構想区域の規模ち踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設定。

専門等機能 ・上記の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、高齢者等の中長期にわたる入院医療機能、有
床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を行う。

※高齢者医療においては、あらゆる殴階において、マルチモピデイチイ（多疾病併存状態）患者へのリハビリを含む、治し支える医療の観点が重要

睦藍翠iillE園謹草誼誼盟理
医育及び広域診療機 ・大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前・卒後教育をはじめとした医
能 療従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保さ

れるよう都道府県と必要な連携を行う。

このほか、急性期拠点機能を担う医療機関等が行う、広域な観点、での診療、人材の育成、医師の派遣等の役割についてち、報告
を求め、地域全体での機能の確保に向けた議論を行う。 15 
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※令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめより作成

85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者ち持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築

f治す医療Jと「治し支える医療Jを担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築
・外来・在宅、介護連携等も新たな地域医療構想、の対象とする

(1）基本的な考え方

• 2040年に向け、外来・在宅、介護との連携、人材確保等ち含めた
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定・推進
（将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化・連携等）

．新たな構想は27年度から順次開始
(25年度に国で刀イドライン作成、 26年度に都道府県で体制全体の方向性や必要
病床数の推計等、 28年度までに医療機関機能に着目した協議等）

・新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、産療計画は新たな

構想に即して具体的な取組を進める

(2）病床機能・医療機闘機能σ澗諜磯首伊一一一一一一
・これまでの f回復期機能Jについて、その内容に「高齢者等の急'I':
期患者への医療提供機能jを追加し、「包括期機能」として位置づL

② 屋療機闘機能報告（医療機関から都道府県への報告）

・構想、区域ごと（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点

機能、専門等機能）、広域な観点（医育及び広域診療機能）で確保すべき機能

や今後の方向性等を報告

③ 構想区域・協議の場

－必要に応じて広域な観点、での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議（議題に応じ関係者が参画し効率的・実効的に協議）

(3）地域医療介護総合確保基金

・医療機関機能に着目した取組の支援を追加

(4）都道府県知事の権限

② 医療機闘機能の確保（実態に合わない報告見直しの求め）

② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等

－必要病床数を超えた増床等の場合は謂整会議で認められた場合
に許可

・既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応

じて、必要な医療機関に謂整会議の出席を求める

(5）国・都道府県・市町村の役割

①国（摩労大臣）の責務・支援を明確化（呂指す方向性・データ等提供）

②都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に努

める

③市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用

(6）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け

・精神医療を新たな地域医療構想、に位置付けることとする



和7年7月4日第116回社会保障審議会医療部会資料（一部改

新たな地域医療構想の策定や医師偏在対策の推進、それらの内容を反映した第9次医療計画の策定等に向け、以下の検討会
及びその下に関連WGを設置することとしてはどうか。

具体的には、地域医療構想や医療計画全般に関する事項、医師偏在対策に関する事項等について検討会で議論し、新たな地
域医療構想の策定や医師偏在対策の推進等について、令和7年度中に一定のとりまとめを行う。また、医療計画のうぢ、外
来医療計画等の3か年の計画について、第8次医療計画（後期）に向けて令和7年度中に一定のとりまとめを行う。なお、在宅
医療・医療介護連携、救急医療等について、新たな地域医療構想の策定に向けて議論が必要なものは検討会で議論を行う。

在宅医療・医療介護連携について、第8次医療計画（後期）に向けてWGで議論を行い、令和7年度中に一定のとりまとめを行
う。小児医療・周産期医療について、 WGで議論を行い、令和7年度中に一定のとりまとめを行う。救急医療、災害医療・
新興感染症医療等については、第9次医療計画の策定等に向けてWGで議論する。

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

町会討事項〕

• j也域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
（吟新たな地域医療構想の具体的内容、現行の地域医療構想の進捗等）
．｜室療計画の策定及び施策の実施に必要な事項
• I歪師確保計画及び医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに
関する事項
－外来医療計画に関する事項
・tの他本検討会が必要と認めた事項

連携

在宅医療及び医療・介護

連携に関するWG
【検討事項】
－在宅産療に関する事項
－医療・介護連携に開園する事項等

小児医療及び周産期｜医療の

提供体制等に関するWG

U会討事項〕
－小児・周産期医療提供体制に
関する事項 等

救急医療等に関するWG

〔検討事項】
・3f9｛命救急、センターに関する事項
・救急搬送に関する事項 等

災害医療・新興感染症

医療に関するWG

【検討J事項】
－災害ν新興感染症発生・まん延時、
国民保護事案等への対応 等

－・嶋岡圃圃蘭周銅..置調・岡田・・・・・・園周閲覧圃圃属領圃箇国掴・・・・・..翻圃盟国司h
検討会スケジュー－）レ（各WGは必要に応じて順次開催）

その他5疾病等に関する検討体制

がん、循環器疾患、精神医療等

7月～ 議論の開始

釈頃 中間とりまとめ

1 2月～3月 とりまとめ

→ 刀イドライン及び医療計画指針（外来、在宅、医師確保）の発出

※医療法等改正法案の法律事項は法案成立後に検討
7 



刀イドラインにおいては、日本全体としての高齢化や生産年齢人口の減少等の課題や、地域ごとの巽なる課題

を踏まえながら、整理していく必要がある。

＜日本全体の課題（人口構造の変化）＞

（単位：万人；）

3 6531 

10 000 ~l I 

5,000 

。
三025 2040 

（出典）総務省「国勢調査j 「人口推計j、国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口令和5年推計」

＜地域ごとの課題（2025年→2040年の年齢区分EIJ人口の変化の状況）
＞ 

[i:司

齢 20.0%
人

口
の
刀K
5ζ 

化 .6.20.0%
率

ム40.0%

ii..50.0% ii..30.0% ii..10.0% 10‘0% 

生産年齢人口の変化率

0 地域の人口：横ばい

0高齢者人口：増

0在宅医療需要：増

0地域の人口：減

。高齢者人口：増

0在宅医療需要：増

。外来医療需要：減

0増加する高齢者救急・在宅
医療の受け皿の整備等

0支え手の減少に対応できる
提供体制の構築等

人口の少ない地域

0地域の人口：減

。高齢者人口：減

0在宅医療需要：増滋う～減

。外来医療需要：減
0地域の実情に応じた必要
な医療機能の維持等

※地域毎に状況は異なるものの、大きな方向性について記載
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1（ぷ主A¥¥)'fii向子？？時？？？！？？？？待合！Ill常時民三ι川
※令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会報告書より作成

85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者ち持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築

－「治す医療jと「治し支える医療Jを担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築
－外来・在宅、介護連携等ち新たな地域医療構想、の対象とする

(1）基本的な考え方

2040年に向け、外来・在宅、介護との連携、人材確保等ち含
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定・推進
湖時吹宵ラ宮古豪嘱保定時でF噌鶴間制政問盟問仲間務
．新たな構想は27年度から順次開始
(25年度に国で刀イドライン作成、 26年度に都道府県で体制全体の方向性や必
要病床数の推計等、 28年度までに医療機関機能に着目した協議等）

・新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める

(2）病床機能・医療機闘機能

② 病床機能

・これまでの「回復期機能Jについて、その内容に「高齢者等の急性
期患者への医療提供機能Jを追加し、 f包括期機能jとして位置づけ

② 医療機闘機能報告（産療機関から都道府県への報告）

・構想、区域ごと（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点
機能、専門等機能）、広域な観点、（医育及び広域診療機能）で確保すべき機能
や今後の方向性等を報告

③ 構想区域・協議の場
・必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議（議題に応じ関係者が参画し効率的・実効的に協議）

(3）地域医療介護総合確保基金
・医療機関機能に着目した取組の支援を追加

(4）都道府県知事の権限

① 医療機関機能の確保（実態に合わない報告見直しの求め）

② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等

－必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可

・既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める

(5）国・都道府県・市町村の役割

①国（厚労大臣）の責務・支援を明確化（目指す方向性・データ等提供）

②都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に努
める

③市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用

(6）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け

・精神医療を新たな地域医療構想、に位置付けることとする



0 人口減少、 85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高
齢者、独居高齢者等の増加

0 サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情に応じた
効果的・効率的なサービス提供
0 介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続け、利用者等ととも
に地域で活躍できる地域共生社会を構築

圏IIIIEJ盟理置橿
(1）ザービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等

｛中山l調・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

－地域の二一ズに応じた柔軟な対応の検討

［配置基準等の町包括的な評…み］
訪問・ ll所などサービス聞の連携・柔軟化、 ｜ 

市町村事業によるサービス提供等 J 

．壇l域の介護等を支え墨遺ムへの支援

(2）人材確保・生産性向上・経嘗支援等

・テクノロジー導入・タスクシフト／シェアによる生産性向上
※2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発

－都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築

．大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率伯）の推進

(4）福祉サービス共通課題への対応
（分野を趨えた連携促進）

－社会福祉連携推進法人の活用を促進するための要件緩和

圃翠~董軍軍耳圃

① f地域包括ケアシステムjを2040年に向け深化

② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保

③ 人材確保と職場濃境改善・生産性向上、経営支援

④ 地域の共通課題と地方創生（※）

※介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動、生産性向
上など他分野との共通課題の解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

【一般市等】サービスを過不足なく提供

－既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保

将来の需要減少に備えた準備と対応

(3）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等

－宮城の医‘・介詳状況のえg・2況 析と2040年に向けた介
I ・断、携の議論地域医闘の重続）

－介護予知支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ
※地リハ、介護予防 一体的実施、 「通いの場j、サービス・活重
C等の組み合わせ

・認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
フォーマルな支援の推進

－地域の実情に応じた既存施設の有効活用等（財産処分等に係る緩和）

．人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実

－福祉医療機構による法人の経営支援、分析スコアカードの活用による
・地域の中核的立すービス主隼垣島官妾業務空まとめることへの支援 経営課題の早期発見



和7年7月24日地域産療構想及び医療計画等に関する検討会資料

0 新たな地域医療構想や医師偏在対策等は多岐にわたるところ、その一部は法律改正を要す

る事項ちある。関連する改正事項を含む医療法等の一部を改正する法律案が継続審議とされ

ていることを踏まえ、本検討会においては、法案を前提としない事項（法律事項以外）から

具体的な検討を進める。

＜医療法改正法案を前提とせずに検討する事項＞

必要病床数、医療機関や病床の機能

構想区域のあり方

医師偏在指標

＜医療法改正法案の成立後に検討する事項＞

地域医療構想への精神病床の追加

医師手当事業の創設

外来医師過多区域における無床診療所の新規開設者への要請等

等

等



0 新たな地域医療構想について、令和7年度に国で刀イドラインを検討・策定し、都道府県において、まず令和8年度に地域の医療提供
体制全体の方向性、将来の病床数の必要量の推計等を検討・策定した上で、それを踏まえ、令和9～10年度に医療機関機能に着目した地
域の医療機関の機能分化・連携の協議等を行うこととしてはどうか。

0 新たな地域医療構想の内容について、基本的に第9次医療計画に適切に反映されるよう、地域医療構想の策定状況や医療計画の取組等
に係る課題を固と県で共有することとしてはどうか。医療計画のうち、 S疾病・ 6事業については、個別の事業の課題を第9次医療計画
に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行い、また、外来医療計閏等の3か年の計画については、令和9年度からの後期計画に
向けて必要な検討を行うこととしてはどうか。

地域医療構想

5疾病・ 6事業

外来医療計画、医師確保計画、

在宅医療に関する事業

2024 2 0 2 5 2026 2 0 2 7 2028 
（令和6年度） （令和7年度） （令和8年度） （令和9年度） （令和10年度） （令和11年 （令和12年度）

新たな地域医療構想の策定・取締

新たな地域医療構想II t.Jイドラインの EI I 将来の方向性、
｜の検討 （国） 検討 （園） 将必来要量の病の床推計数の

分化・連携
｜医のの携醐協医の療議協機議、糊病関床の等機~清F能機一能分化・連

等

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や産療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第8次医療計画（※）
※救命救急センターのあり方や周産期宮療等、個別の事業の課題を第9
次医療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行う。

第8次計額（前期）

第9次計画の検
討（国）

第8次計画（後期）

かかりつけ医機能II第8次計菌（後期）11第8次計画（後期） I i第9次計画の検｜｜第9次計画の作
報告等の刀イドラIIの検討（国） 11の作成（都道府県）｜ ｜討（国） I I成（都道府県）

インの検討（国） I lかかりつけ産機能の確保に関する地域の協議（都道府県） ｜ 

第9次医療計画

第9次医療計画



2025 

① 構想の策定

・地域の医療提供体制全
体の課題の把握
・構想区域の点検・見直
し
・医療機闘機能報告、医
療機闘機能についての
議論

・必要病床数の算出 等

2 0 3 0 2 0 3 5 

② 具体的取組の検討・開始

・医療機関機能の連携・再編・集約化に向け
た取組
・病床機能の連携・再編・集約化に向けた取
組
・医療従事者の確保に向けた取組
．外来／在宅医療提供体制の構築
．介護との連携

・アクセスに課題のある区域への対応

③ 実現に向けたPOCA

・医療機関機能の確保や病床数の状況等を中
心に、取組の進捗状況を把握
・必要に応じて、見直し等を行う 等

2040 

④ 2040年に向けた
医療提供体制の完成

• 2035年度頃を目途に、 2040年に
向けた提供体制の確保
・2040年まで引き続き点検

（ノ・ ω。



（医師偏在対策）

ひと．くらし、みらいのために

厚生労働省
？制rrlsil'>'of I lu.iHh, L1bcur ,lr,rl l'l•\fa噌



1. 医師偏在指標に関する考え方について

2. 診療科偏在対策等の地域で必要な診療の確保について

ひと‘〈日し、持らいのために

ヴ
厚生労働省

25 



1 .医師偏在指標に関する考え方について

ひと、〈日し、みらいのために

ヴ
厚生労働省
Ministr)•of Ho,,w,,tat時ur山 dWutf,1r• 

26 



I 医師確保対策に関する取組（全 一 主 主－ I 

医師養成過程における取組

【大学医学部】

0 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
函の医師養成数を検討

0 撞~，控（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修｝

0 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
ちに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

0 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するととちに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】

0 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療梓別の専攻医の採用上限数（シーリ
シグ）を設定することで、地域・診療科偏在宅t是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ

いてはシーリング対象外）

【医師確保計画】

0 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞

・大学と遵携した地域枠の設定

・地域医療j対策協議会・地域医療史援センター

地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議

地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師めキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

・キャリア形成プログラム（地域枠医師等）

f医師不足地域の医師確保Jと「派遣される医師の能
力開発・向上jの両立を目的としたプログラム

・認定医師制度の活用

医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、

0 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う

0 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

27 



臨床研修一臨床研修制度における地域偏在対策

撞都道府県別の募集定員上限数の設定

・全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小
2 

年＼械修／ I・医師少数区域ヘ配慮した都道府県ごとの定員設定方法への変更
・地域医療重点プログラムの新設（2022年度～）

3
年
以
上

・長期的には医師供給が需要を上回ると考えられるが、地域偏在や診療科偏在に引き続き対応する必要があることから、医師養成過
程の様々な段階で医師の地域偏在・診療科偏在対策を進めている。

大学医学部一地域枠の設定（地域・診療科偏在対策） ‘、た躍脚の｛関在対議等！こ関す

・ 大学が特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、都道府県が学生に対して奨学金を貸与する

仕組みで、都道府県の指定する区域で一定の年限従事することにより返還免除される（一部例外あり）

・2026（令和8）年度の臨時定員は、 2024（令和6）年度の医学部総定員数（9,403人）を上限とし、臨時増員の枠組みを維持
・2027（令和9）年度以降の臨時定員は、各都道府県・大学の医師確保の現状を踏まえて検討

人

11,000 

7,000 

H17’ H20’ H23’ H26' H29’ R2’ R6’ 
※臨床研修病院の指定、募集定員の設定権限を都道府県ヘ移譲（2020年4月～）

専門研修一専門医制度における

・ 日本専門震機構が、都道府県別・診療科別の

採用数の上限（シーリング）を設定

※医師法の規定により、都道府県の意見を踏まえ、厚生労働大臣から
日本専門医機構等に意見・要請を実施

・ 5大都市を対象としたシーリング（2018年度～）から、
都道府県別・診療科別必要医師数に基づいたシーリンク、ヘ変更（2020年度～）
・特別地域連携プログラムの導入（2023年度～）

民主 A県 C県

I B埠やC県のX診療科を目指す i

A県で研修
を行う場合

Y診療科 X診療科 Z診療科

A！震のY診療科やZ診療科を目指す



！醐盟盟盟輯離盟覇軍輩盟臨開講盟理監瞳轟轟寵盤調苧

背景
－人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師の偏在の状況把握

医師偏在指標の算出

三次医療圏・二次医療圏ごとに、

地域ごとの医療ニーズや人口構成、医師の性年齢

構成等を踏まえた艶樹監丑露盤の算定式を国が提示する。

医師備在指標で考慮すべき「5要素j
・医療需要にーズ）及び ・医師の性別・年齢分布
将来の人口・人口構成の変化 ・医師偏在の種別
－患者の流出入等 （区域、診療科、入院／外来）
．へき地等の地理的条件

医師多数区域・医師少数区域の設定

全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区

域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標 下位33.3% I 

z争医師少数区域 2

医療閣の順位 335位 334位 333位

全毘335医療圏

t上位33.3% 1 
! ＝今日師多数区域；
3位 2位 1位

『司~ 国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項J）の策定

医師の確保の方針
（三次医療圏、ニ次医療圏ごとに策定）

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを

踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

（例）・短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、底師を短期的に増やす方針とする

．中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元

出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、3年間の計画期間の終

了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指

標を踏まえて算出する。

『司司.......－－

3年＊ごとに、都道府県において計画を見直し（POCAサイクルの実施）
西濯 I 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202s 2026 2021 2028 2029 

第8次

第8次（前期）》第8次（後期）

* 2020年度からの最初の
医陣確保計画のみ4年
（匿療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

目標医師数を達成するための施策

医師の確保の方針を踏まえ、目標匿師数を達成

するための具体的な施策を策定する。

（例）・大学医学部の地域枠を15人増員する

－地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療盟
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う 等

: 都道府県による医師の配置調整のイメージ

i ぷ~ 会内約日：十〉 i ミじ，：， 医顎多数区域 刊

I 

~ I医師が多し地域防少な k μ堅一i ｜可視化された客観的な I; 
; Iい地域｛に医師が配言iされ「品 戸極蕗L即 J データに基づき、効果的な I.
；｜ねなほねを実施 ｜ 面扇員、施策立案を実施 I ’ 

: 吋同問問問」監雲監問問問♂例げ : 

---l9 



地域医療対策協議会園地域医療支援センター ｜ 
平成30年医療法改正により、地域医療対策協議会の役割の明確化、協議プロセスの透明化を図るととちに、地域医療
支援センターとの関係や役割について明確化

地域医療対策協議会
（医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整を行う場）

｜構成員｜者随府県、大学、医師会、主要医療機関、民間医療機関 等

※ 議長は都道府県以外の第三者・互選、女性割合に配慮、 等

｜ 役割 ｜協議事項を法定

－キャリア形成プログラムの内容・大学の地域枠・地元枠設定
・医師の派遣調整 ・臨床研修病院の指定
・派遣医師のキャリア支援策 ・臨床研修医の定員設定
－派遣医師の負担軽減策 ・専門研修の研修施設・定員等

－医師派遣先（公的、民間の別）等の医師の派遣状況について定期的
に国がフォローアップ

a齢－

‘．． 、．司． 

（協力｜

白

都道府県が実施する医師派遣等の対策は、

地域医療対策協議会において協議が調った

事項に基づいて行う

地域医療支提セシター
（医師確保対策の事務の実施拠点）

事務｜ 臨機酔医自問する相談闘
｜法定 都師射の医師確保状況の調査矧

－医師派遣事務
．キャリア形成プログラムの策定
－派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

※医療従事者の勤務環境改善については、医療勤務
環境改善支援センターと連携を図る

地域医療を志向する医師に
係る県域を越えた情報交換
と記置の認整

30 
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都道府県は、地域医療対策協議会において協議が調った事項に基づき、f医師不足地域における医師の確保jとf医師不足地域に派遣される医師の能力
開発・向上の機会の確保jの両立を目的とするキャリア形成プログラムを策定することとされている
※医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）により地域医療支援事務として医療法に明記。キャリア形成プ0グラムの詳細については、医療法施行規那（省令）及びキャリア形成プログラム運用指針（通知）に規定

＜キャリア形成プログラムに基づくキャリア形成のイメーラ＞

修学資金の貸与（任意）

※対象期間のうち、医師の確保を特に図るべき区域等での就業期間は4年間以上とする

キャ1))7形成プログラムの対象期間（原則9年間以上、その他（貸与期間の1.5倍以上等）も設定可能）

専門研修等（原則7年間以上）

大学

圏i鱒
即時川;,y,;;※対象学生を支援するため以下の内容を盛り込み策定 原則として都道府県内で勤務（家族の介護等のやむを得ない事情がある場合を除く）

［入学時等］
キャリア形成卒融支援プラン及びキャリア形成プログラムへの参加（適用伺意）

＜キャリア形成プログラムの対象者＞

地域枠を卒業した医師
地域での従事要件がある地元出場者枠を卒業した医師

［修了時等］
コース選択

自治医科大学卒業医師（平成30年度入学者までは任意適用）
その他プログラムの適用を希望する医師

県内で不足する診療領域を中心！こ、
診療領域や就業先の異なる纏数のコースを設定

Aコース（内科・専門誌取得）
Bコース（内科・へきI也中心）
Cコース（産婦人科）
Dコース（新生児領域） 大学病焼

＜キャリア形成プログラムに基づく医師派遣＞

大学等による医師派遣との整合性を確保するため、地域医療対策協議会で派遣計画案を協議

※地域医療構想における機能分化・連携の方針との整合性を確保する
※理由なく公立・公的産療機関に偏らないようにする

※キャリア形成プログラムの適用に同意した学生に対しては、修学資金の貸与に地域医療
介護総合確保基金の活用が可能

※都道府県は、医師偏在対策と対象医師のキャリア形成の両立を円滑に推進するため、各地域の医師偏在の状
況や対象医師の希望を勘案しつつ、就業先について、大学等の専門医の研修プ日グラム責任者等との調整を行
うとともに、対象学生の支援を行う人材（キャリアコーディネーター）を配置する
※都道府県は、対象医師から満足度等も含む意見聴取を定期的に実施し、勤務環境改善・負担軽減を図る

：七：＞ i( ？＋／＜）対象者の地域定着｛踏のための方策＜T>)lii；三日三：三 三 ：♂ / ¥¥ / <<・1 
く対象者の納得感の向上と主体的なキャリア形成の支援＞

・都道府県は、対象者の希望！と対応したブ百グラムとなるよう努め、診療科や就業先の
異なる複数のコースを設定する
・都道府県は、コースの設定・見直しに当たって、対象者かちの意見を聴き、その内容を公
表し反映するよう努める
・ 出産、育児等のライフイベントや、大学院進学・海外留学等の希望iζ配慮するため、プ
口グラムの一時中断を可能とする（中断可能事由は都道府県が設定）

くプログラム満了前の離脱の防止＞

キャリア形成ブBグラムは都道府県と対象者との契約関係であり、対象者は満了するよ
う翼撃に努力しなければな8ないことを通知で明示
一時中断中は、中断事由が継続していることを定期的な面談等により確認（中断事由
が虚偽の場合は、契約違反となる）
・都道府県は、キャリア形成フ。ログラムを満了することを、修学資金の返還免除要件とす
る（家族の介護等のやむを得ない事情がある場合を除く） 31 



0医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等に
おける医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する。

厚生労働省

申請に基づき、

医師少数区域等における医療に

関する経験を認躍

【申請内容】

O勤務した医療機関名と所在地
O勤務した期間
0業務内容
等

》 申請の際には、医師少数区域等での
医師の勤務状況に対する認定制度の影

響を測るため、認定の対象となる勤務の
直前の勤務地等についても申告する。

※1医師免許取得後9年以上経過していない
場合は、原則として連続した勤務（妊娠・出産
各による中断は可）とするが、 9年以上経過し
た場合は、断続的な勤務の積算も可。
※2認定の対象となるのは、 2020年度以降の 医師少数区域等の医療機関

医師 勤務とする。（臨床研修中の期間を除く。）

＜認定に必要な業務＞

(1）個々の患者の生活状況を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療及び
保健指導（患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。）

・地域¢患者への継続的な診療

診療時間外の患者の急変時の対応

・在宅医療 等

(2）他の医療機関や、介護・福祉事業者者等との連携
・地域クア会議や退院カンファレンス等への参加等

(3）地域住fl；に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
・健康診査や保健指導等の実施等

等に対するインセンテイ’ 開ーー甲山田ー回目白山田ーー四回目ーー田

①一定の病碗の管理者としての評価

・地域医療支援病院の管理者は、認定医師でなければならないこととする。

(2020主度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に限る。）

②認定医師！こ対する経済的インセンテイブ
I ・認定を取得した医師が医師少数区域等で診療を実施する際の医療レベルの向上や取得している資格等の維持に係る経費（研修受
I 講料、航費等）について支援を行う。

ーーー白山田ー山田山田 I32 



I 第 7次医師確保計画を通じた目標達成状況 ｜ 
－医師偏在是正の目標年である2036年に向けて、第7次医師確保計画では、当該計画期間中（2020
～2023年度）に、医師偏在指標が下位1/3である医師少数県や医師少数区域が、当該下位1/3基準
値に達することを目標としていた。

－第8次（前期）医師確保計画（2024～2026年度）の策定に向けて、新たな医師偏在指標を算出し
ており、新旧の医師偏在指標を比較し、目標の達成状況を示す。

・医師少数県における目標の達成状況

医師少数県においては、第7次医師確保計画終了時（2023年度）までに当該計画開始時（2020年度）の医師偏在指標の下位1/3基

準値に達することを目標としていた。達成状況は以下のとおり。

離鞠開輔 16県
鱒轟轟轟韓麓麟

・医師少数区域における目標の達成状況

目標を達成した医師少数県

6県
(38%) 

医師少数区域においては、第ア次医師確保計画終了時（2023年度）までに当該計画開始時（2020年度）の医師偏在指標の下位1/3

基準値に達することを目標としていた。達成状況は以下のとおり。

105区域
目標を達成した医師少数区域

※ 医療圏の見直し（8→3）を行った秋田県を除いて比較。

43区域
(41%) 

33 



関輯輔盟摺蘭園圏園1
35歳未満の医療施設従事医師数推移（平成2哨 100とした場合） 町一一一・圃

0 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の若手医師の数は、医師多数都道府県と比較し伸びており、
若手医師については地域偏在が縮小してきている。
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※医師多数都道府県：医師偏在指標の上位33.3%の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3%の都道府県

：医師偏在指標の上位・下位33.3%以外の都道府県

医師少数都道府県

R2 R4 

全国

出典：医師・歯科室師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標

（厚生労働省：令和2年2月）による



0 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の医師数の伸び率は、医師多数都道府県より大きいが、その
伸び率の差は、若手医師（35歳未満）における伸び率の差と比較してわずかである。
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川（？ト吋医師多数県 医師中程度県 関験開医師少数県

：医師偏在指標の上位33.3%の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3%の都道府県

：医師偏在指標の上位・下位33.3%以外の都道府県

医師少数都道府県

R2 R4 

今全国

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標

（厚生労働省：令和2年2月）による



0 医師少数区域では、その他の区域と比較して、特に若手医師（35歳未満）の増加数及び増加率ともに大きい。
0 全ての世代の医師については、医師少数区域における増加率はやや大きいものの、増加数は小さい。
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増加数（R2→R4)
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ω 一多数区域四一中程度区域回一少数区域 全国

※医師多数／中程度／少数区域：第7次医師確保計固における二次医療閤ごとの医師偏在指標に基づく集計 出典： i茎師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和2年2月）による



診療所が主たる従事先の医師については、 40歳未満の医師の割合は約6°/oである。
診療所が主たる従事先の医師については、 60歳以上の医師の割合が増加してきでいる。

100句も

90% 

80% 

70句も

60% 

50% 

40% : 31.1% 

30% 

20句も

10% 

0% －~－：！呪%「 6:ii~ i “-6j与%も一一 4.7% 5.4% 
G.3% 9.4'1も

平成22年 24 26 28 30 令和2年 4 

(2010) （『12) （『14) （’16) （’18) （’20) ('22) 

29歳以下 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
https://www.mhlw.ao.io/toukei/sailくin/hw/ishi/22/dl/R04toukeihvo.odf 3 7 



－人口規模が小さい二次医療圏においては、 2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にある。

• 50万人以上100万人未満、 100万人以上の二次医療圏では、 2012年から2022年にかけて診療所数が増加傾向にある。

2012年から2022年への診療所数の変化率別二次医療圏数（人口規模別）
0% 10% 20% 30% 40句も 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5万人未満

（中央値ム2.5%)
3 6 ア

5万人以上10万人未満

（中央値ム4.5%)
6 3 

10万人以上20万人未満

（中央値ム1.3%)
諮

20万人以上50万人未満

（中央値十0.6%)
21 

50万人以上100万人未満

（中央値十3.3%)
3 2 

100万人以上

（中央値＋10.4%) 
1 ヰ 7 

盤～15%減 15%減～10%減 10%減～5%減 5%減～ ～5%増 5%増～10%増 10%増～

資料出所：厚生労働省 f医療施設調査Jを基に地域医療計画課において作成。
※人口規模は、 2020年国勢調査結果に基づくちのであり、二次医療圏は第7次医療計画時点のちので統ーして比較。



。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療闘で新規開業がないと仮定した場合＞

0 北海道全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、 47.2°/oの滋坐が見込まれている。
0 北海道の二次医療園ごとの診療所医師数については、 21の二次医療圏のうち、 16(76.1°/o）の二次医療圏において、 50°/o以上の温坐
が見込まれている。

2022年 診療所医師数：3,384 2040年 診療所医師数： 1,786
※ り

。 。
a，時

n~ '~ lil! Lノ承継がない、 1と仮定。 39 



＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞

0 東北地万全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、 54.0°/oの滋坐が見込まれている。
0 東北地万の二次医療圏ごとの診療所医師数については、 37の二次医療圏のうち、 27(73提QO/o）の二次医療閣において、 SQOA,以上の温

少が見込まれている。

2022年診療所医師数：6,229

※ 

2040年

【東北地方の人口推移】

2020年 861.1万人※1
(20.9%減）

2040年 681.5万人※2
※1令和2年国勢調査（総務省統計局）
※2日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・
人口問題研究所）

L；）訳出店U}'-t~i：い、 40 



I 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）①三 富嘩彊i•·•·•· 
0 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医
療サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、

を推進する。。 について、医療法に基づく 。
※医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

【基本的な考え方】

現状

課題

医師偏在は一つの取組で是正が
図られるものではない

若手医師を対象とした医師養成
過程中心の対策

医師の柔軟な働き方等に配慮、し

た中堅・シニア世代を合
問

へき地保健医療対策を超えた取組
が必要

地域の実情を踏まえ、支援が必要

な地域を明確にした上で、

「保険あってサービスなしJという地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、
して医師偏在対策に取り組む

医師偏在対策の効果を施行後5年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
医師確保計画により 3年間のPDC Aサイクルに沿った取組を推進



「 ＼日日 一医師偏在の是~iE＂，こ向け元総合的な対策パッケージ（糠）② 一 ｜ 
｛総合的な対策パッケージの具体的な取組｝

医師養成過程を通じた取組

＜医学部定員・地域枠＞

・医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資する

ょう、都道府県等の意見を十分に聞きながら、必

要な対応を進める

－医学部臨時定員の適正化を行う医師多数県において、

大学による恒久定員内の地域枠設置等への支援を
；（丁つ

－今後の医師の需給状況を踏まえつつ、 2027年度以
降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う

＜臨床研修＞

．広域連携型プログラム※の制度化に向けて令和8年
度から開始できるよう準備

※医師少数県等で24週以上の研修を実施

r•，＼~；c ：〓民主主；三
医師確保計画の実効性の確保

＜重点医師偏夜対策支接区域＞

－今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等をf重点医師偏在対策支援区域j
と設定し、優先的・重点的に対策を進める

・重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等

を考慮、し、地域罷療対策協議会・保険者協議会で協議の上で選定（市区陀村単位・地区単位等を含む）

＜医師偏在是正プラン＞

・医師確保計画の中でf医師偏在是正プランjを策定。地対協・保験者協議会で協議の上、重点区域、支援対象医療機
関、必要な医師数、取組等を定める

※医師偏荘指標について、令和9年度からの次期医師確保計画に向けて必要な見直しを検討

地域偏在対策における経済的インセンチィブ等

＜経済的インセンティブ＞

－令和8年度予算編成過程で重点区域における以下のような支援について検討
，診療所の承継・開業・地域定着支援（緊急的に先行して実施）

，派遣医師・従事医師への手当増額（保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える。保険者による効果等の確認）

，医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

－医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応を検討

＜全国的なマッチシグ機能の支援、リカレント教育の支援＞

－医師の掘り起こし、マッチング等の全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び産すためのリカレン卜教育を推進

＜都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定＞

－都道府県と大学府院等で医師派遣・配置、室学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進

し一一一一旦竺空関件空竺型合
＜医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象匿療機関の拡大等＞

－対象医療機関に公的医療機関及び国立病院機構・地域匿療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院を追加

・勤務経験期間を 6か月以上から 1年以上に延長。施行に当たって柔軟な対応を実施
＜外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等＞

－都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での
医療の提供の要請を可能とする

・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告・公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮
＜保険医療機関の管理者要件＞

－保険医療機関に管理者を設け、 2年の臨床研修及び保険医療機関（病院に限る）において3年等保険診療に従事したことを要件とし、責務を課す

診療科偏在の是正に向けた取組

・必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施

－外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮・支援等の観点での手車い評価について必要な議論を行う



【O医師偏在是正に向けた医師不足地域の診療所の承継・開業の支援、リカレント教育の実施及び産師のマッチングの支援等】

施策名：重点医師偏在対策支援区域（仮称）における診療所の承継・開業支援事業
令和6年度補正予算額 102億円

医政局

地域医療計画課

（内線4148)

⑦施策の目的

少子高齢化が進展する中、持続可能な医療提供体制の構築に向け、医師偏在の是正を総合的に実

施するため、医師少数地域の医療機関に対する支援による医師偏在是正に取り組む。

③施策の概要

CZ対策の柱との関係

人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域であるf重点医師偏在対策支援区域（仮称）Jにおいて、診療所医師が

高齢化する中で、医師を確保するため、支援区域内で診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、①施設整備、②設備整備、③一定期

間の定着支援を行う。

＠施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

厚生労働省

↓ 

都道府県

↓ 

医療機関

⑤施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

医師少数地域での医師確保が図られ、医療提供体制の維持・確保に寄与する。



【O医師偏在是正に向けた医師不足地域の診療所の承継・開業の支援、リカレント教育の実施及び罷師のマッチンク、の支援等】

施策名：医師偏在是正に向けた広域マッチング事業
令和6年度補正予算額 1.6億円

医政局
地域医療計臨課

⑦施策の目的

少子高齢化が進展する中、持続可能な医療提供体制の構築に向け、医師偏在の是正を総合的に実

施するため、中緊・シニア世代等の医師を対象とした広域マッチング支援による医師偏在是正に取り組

む。

③施策の概要

②対策の柱との関係

全国的に、中堅・シニア世代等の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心・希望を有する医師の掘り起こしやキャリアコンサルティング内を行い、

必要に応じてリカレント教育や現場体験につなぎ、医師少数地域の医療機関とのマッチング、その後の定着支援等を行うための財政支援を行う。

ブ口、ソクながえt_sf<ij訟を主

情祁j窪行1

⑨施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等
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医師不足地域の産療機関 医師不定地域の鹿療機関

⑤施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

医師少数地域での医師確保が図られ、医療提供体制の維持・確保に寄与する。
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医師偏在指標ー
標準化医師数※1

地域の人口／ 10万×地域の標準化受療率比※2

（※ 1)標準化医師数＝芝性年齢階級別医師数×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

（※ 2）地域の標準化受療率比ロ

（※3）地域の期待受療率＝

地域の期待受療率※3

全国の期待受療率

芝（性年齢階級別調整受療率（流出入反映）※4 ×地域の性年齢階級別人口）

地域の人口

（※4）性年齢階級別調整受療率（流出入反映）＝無床診療所医療医師需要度※5 ×全国の無床診療所受療率×無床診療所患者流出入調整計数※6
＋全国の入院受療率×入院患者流出入調整計数※7

（※5）無床診療所医療医師需要度＝
マクロ需給推計における外来医師需要／全国の無床診療所外来患者数※8

マク口需給推計における入院医師需要／全国の入院患者数

（※ 6）無床診療所患者流出入調整計数口
無床診療所患者数（患者所在地）＋無床診療所患者流入数一無床診療所患者流出数

無床診療所患者数（患者所在地）

（※ア）入院患者流出入調整計数＝
入院患者数（患者所在地）＋入院患者流入数一入院患者流出数

入院患者数（患者所在地）

（※8）全国の無床診療所外来患者数＝全国の外来患者数×
初診・再診・在宅医療算定田数［無床診療所］

初診・再診・在宅医療算定回数［有床診療所・無床診療所］



令和7年7月24EI
想及び医療計画等に関する検討会資料

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手できるデータの

限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているちのではない。

このため、医師偏在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すちのではなく、あくまでち相対的な偏在の状況を表すちのであるという性質

を十分に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

※上位1/3の関値を266.9、下位1/3の闘値を228.0と設定している。

（都道府県月lj) 上位1/3 下位1/3

都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標

。。 全国 255.6 16 富山県 238.8 
医グ

32 島根県 265.1 

01 北海道 233.8 17 石川県 279.8 
望V

33 伺山県 299.6 

02 三同生三林フk宋l目 18 福井県 246.8 
3密

34 広島県 254.2 

03 岩手県 19 山梨県 240.8 
II" ベ、"" ー ホル

35 山口県 ω；《＼三、そ；＇：l;,おとり

04 宮城県 20 長野県
II" 

36 徳島県 289.3 

05 秋田県 21 岐阜県
'!II' 

37 香川県 266.9 

06 山形県 22 静岡県
'!II' 

38 愛媛県 246”4 

07 福島県 23 愛知県
ヲy

39 高知県 268.2 

08 茨城県 24 士重県
電F

40 福岡県 313.3 

09 栃木県 25 滋賀県 260.4 
議F

41 佐賀県 272.3 

10 群馬県 26 京都府 326.7 
議F

42 長崎県 284.0 

11 埼玉県 27 大阪府 288.6 
曹

43 熊本県 271.0 

12 千葉県 28 兵庫県 266.5 
院F

44 大分県 259.7 

13 東京都 29 奈良県 268.9 
軍F

45 宮崎県 ·.ltt5 ／二ど之i~q"
14 神奈川県 30 和歌山県 274.9 

望F

46 鹿児島県 254.8 

15 新潟県 31 鳥取県 270.4 
望F

47 沖縄県 292.1 



令和ア年7月24日
第1田地域医療構想、及び医療計画等に関する検討会資料

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるちのであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手できるデータの

限界などにより指標の算定式に必ずしち全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。

このため、医師偏在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質

を十分に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

※医師確保計画策定刀イドライン～第8次（前期）～に基づき、都道府県の医師確保計画の策定スケジュールを踏まえ、各都道府県の二次医療圏が確定する

前の段階（2022年3月時点）の二次医療圏における指標の値について上位1/3の闇値を217.6、下位1/3の闇値を179.3と設定している（小数第2位以下

略）。なお今後、都道府県における第8次医療計画の策定に当たり二次医療国の見直し等が行われた場合は、見直し後の二次医療圏の医師偏在指標を再計

算し、前述の閤値を用いて区分分けを行う。したがって、上位1/3、下位1/3に区分されるこ次医療圏の数は、全国の二次医療圏の総数の1/3と必ずしも一

致しない場合があり得る。

（二次医療圏別）

匿療圏コード 都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 医療圏コード 都道府県 二次医療圏 医療圏コード 都道府県

。。 全箇 全国 255.6 0114 北海道 富良野 0301 岩手県 盛岡

0101 北海道 南渡島 205.5 0115 北海道 留萌 0302 岩手県 岩手中部

0102 北海道 南檎山 0116 北海道 宗谷 0303 岩手県 胆江

0103 北海道 北渡島檎山 0117 北海道 北京間 0304 岩手県 両磐

0104 北海道 札幌 0118 北海道 遠紋 0305 岩手県 気仙

0105 北海道 後志 0119 北海道 十勝 0306 岩手県 釜石

0106 北海道 南空知 0120 北海道 割lllf各
事F

0307 岩手県 宮古

0107 北海道 中空知 0121 北海道 根室 0308 岩手県 久慈

0108 北海道 北空知 0201 青森県 津軽地域
,r 

0309 岩手県 一戸

0109 北海道 西胆振 0202 青森県 八戸地域
II" 

0401 宮城県 仙南

0110 北海道 東胆振 0203 青森県 青森地域
I'" 

0403 宮城県 仙台

0111 北海道 日高 0204 青森県 西北五地域 0406 宮城県 大崎・栗原

0112 北海道 上川中部 291.0 0205 三月住3オF木tl県日 上十三地域 0409 宮城県 石巻・霊堂米・気仙沼

0113 北海道 上川北部 186.6 0206 三向生三井オ木て県！日 下北地域 0501 秋田県 県北



令和7年7丹24日
医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

＜医師偏在対策に関するとりまとめ （令和6年12月18日 新たな地域医療構想等に関する検討会）＞

<2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に隠する意見とりまとめ＞（令和6年12月25日 社会保障審議会医療部会）＞
5.今後の医師偏在対策の具体的な取組

（ア）医師偏在指標のあり方

0医師偏在指標については、医師の性別、年齢等を考慮しているが、医師不足の実態と大きく罪離することがないよう、令和9年
度からの次期医師確保計画に向けて、必要な見直しを検討することが適当である。

くこれまでにいただいた主なご意見＞

｛地理的要素について】

0 山間部にへき地を多く抱えていたり、医療機関へのアクセスに時間を要するといった地理的な要因が反映されていなし＼0

0 地域ごとに、医療機関へのアクセスや、それぞれの住民の受療行動が異なる。

【実態、に即した医師の労働時間比の反映について）

0 現在用いられている係数で用いられている研修医の労働時間比が、実情と比べて高いのではないか。また、男女比についても、
男性の育休取得に対する八一ドルの低下等の考え方の変化から、見直しが必要o

【高齢医師が多い等の医師の年齢構成について】

0 例えば10年後などを見据え、現在の医師の年齢構成ち考慮すべき。 : 

0 人口10万人当たりの医師数が多いとされる県でも、若手医師の流出等により、中長期的に見ると医師少数県となる可能性がある。l
L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J
上記の意見等を踏まえ、令和9年度からの次期医師確保計画に向けて、医師偏在指標については以下の点に留意して検討してはどうか。

〉 現行の医師偏在指標に、地理的な要素（人口密度、医療機関へのアクセス、離島や豪雪地帯といった地理上の特性）を反映した
上で区域を設定することについて

〉 性年齢階級別の医師の労働時間比率について、実態に即したデータを反映することについて

》 高年齢医師が多く、数年後に医師少数区域になる可能性がある等、医師の年齢構成の違いの反映について



＠現行の医師偏在指標に地理的な要素を反映した上で医師少数・多数区域を設定することについては異

論なし。適切に区域を設定していることが客観的に判断できるようにすることが重要。

＠医師偏在の課題は総数の面での都道府県格差、都道府県内の少数地域、地方における若手医師の流

出・減少、診療科の偏在があり、全体的な内容の把握が必要。
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0地理的要素は医師不足地域の医療提供体制を検討する上で重要であるが、医師偏在指標は、 f人口10万人当たり医師数Jをで
きるだけ精微に把握する目的の指標であり、その計算式には医療機関へのアクセス等の結果である流出入調整係数を含んでい
るものの、地理的要素を十分に反映できていないという意見が多い。

0現在、人口密度、医療機関への距離、離島、特別豪雪地帯を要素とした、日本国内における医療機関へのアクセスに関する尺
度が存在している。

反映することが可能な地理的要素（例）

補給 ~· 盆 ζこb
＊＊＊ 

『

①地域の ②地域の中，Ci，から直近の二次 ③二次・一次救急病 ④二次・一次救急病院を

人口密度 救急病院までの直線距離 院を含まない離島 含まない特別豪雪地帯

0次期医師確保計画（R9～）における医師少数区域の設定にあたっては、こうした地理的要素を一定程度反
映レて医師少数区域を設定することとしてはどうか。

0地理的な要素を異体的にどのように反映させるかについては、引き続き検討。
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O医師中程度区域や医師多数区域で、あっても、医療機関へのアクセスの程度には、ぱらつきが存在する。

医師少数区域 医師中程度区域 医師多数区域

難 0.6

。 。医師多数県

。医師中程度票

。医師少数県

。
医

療一機日現

関
(N = 330) 

~ 
。

。

。の 0.3
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ス
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l::S之

0

0

0

 

0

φ

0

 

0
 

0
 

0
 

。

。。o 0 
。 。

500 600 700 さ00 900 。
易－0.1

少 医師偏在指標（二次医療圏別） ~ 
プ 51 



0令和5年度の医師偏在指標の算出において用いた令和4年の労働時間比に関する調査では、 20代・ 30代の
若手医師を中心に労働時間の短縮が見られる。また、女性よりも男性の労働時間の短縮が相対的に大きい。

O都道府県における医師確保計画の策定に向けた準備期間の確保の観点からは、可能な限り早期に医師偏在指
標を算出することが望ましいものの、より実態に即したデータを指標に反映する観点から、最新の調査結果

を反映した医師偏在指標の算出が求められると考える。

週当たり勤務時間 機平成28年 令和4年
70時間

60時間 51時間42分

50時間

40時間
47時間39分

30時間

20時間

10時間

0時間
20代 30代 40代 50代 60代 70代以上i20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

男性 女性 平均

0医師偏在指標に用いられている医師の性年齢階級別労働時間比を含め、次期医師確保計画に向けた医師
偏在指標の算出に用いるデータについては、可能な限り最新の調査結果を反映することとしてはどうか。

出典：平成28年度厚生労働科学研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究J （研究代表者東京大学井元清哉）
令和4年度厚生労働科学研究「医師の勤務環境把握に関する研究j （研究代表者自治医科大学小池創一） 52 



0医師偏在指標は、人口10万人当たり医師数を基本として、医師数（性年齢階級別分布、労働時聞を加味）及
び受療量（性年齢階級別の地域人口分布、性年齢階級別受療率、患者流出入数を加味）の状況を一定程度精

徹に反映させた指標であり、すでに、医師の年齢構成については、標準化医師数の算出過程において反映さ

れている。

0一方で、都道府県や二次医療圏によっては、医師偏在指標の値が同じであってち、受療量あたりの標準化医
師数が等しくとち、高齢医師の割合が高く、若手医師の流入がなければ、将来的には医師が不足してしまう

地域ち考えられるが、そのような地域における医師の確保については、各地域の実情に応じて適切に対応す

る必要があると考える。

0医学部臨時定員の配分方法について、令和8年度の医学部臨時定員は、医師の年齢が高齢医師に偏って
いる場合などは削減幅を緩和する又は削減をしない取扱いとしており、令和9年度の医学部臨時定員に
おいても、地域の実情に応じた配慮については継続することを検討している。

0また、当該区域が医師少数区域でない場合であってち医師少数スポット（原則市町村単位）に指定する
ことで、キャリア形成プログラム対象医師の派遣先区域等として若手医師を確保することができるほか、

f医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケーラjに基づく経済的インセンティブの対象となる「重
点医師偏在対策支援区域jに指定することで、重点的かつ優先的に対策を進めることが可能である。

0このような取組を行ってもなお医師不足が進行する地域又は将来的な医師不足が懸念される地域につい
ては、医師確保の取組は継続しつつも、例えば拠点病院からのオンライン診療を実施するなど、現時点

での医療の確保に向け、対策を講じることとしてはどうか。
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》現行の医師偏在指標に、地理的な要素（人口密度、医療機関へのアクセス、離島や豪雪地帯といった地理上の特

性）を反映した上で区域を設定することについて

→ 次期医師確保計画（R9～）における医師少数区域の設定にあたっては、現行の医師偏在指標に加え、地理的要
素を一定反映して医師少数区域を設定することとしてはどうか。

》性年齢階級別の医師の労働時間比率について、実態に即したデータを反映することについて

→ 医師偏在指標に用いられている医師の性年齢階級別労働時間比を含め、次期医師確保計画に向けた医師偏在指
標の算出に用いるデータについては、可能な限り最新の調査結果を反映することとしてはどうか。

》高年齢医師が多く、数年後に医師少数区域になる可能性がある等、医師の年齢構成の違いの反映について

→ 高齢医師の割合が高い都道府県や区域については、医師確保の取組を進める一方、それでち現時点で医師不足
が進行する地域については、例えば拠点病院からのオンライン診療を実施するなど、現時点での医療の確保に向

け、対策を講じることとしてはどうか。
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2. 診療科偏在対策等の地域で必要な診療の確保について

ひと．〈ちし、みらいのた釣に

ヴ
厚生労働省
Minir.lr)•ufl1開高m,,L司b<>uranrl 、lfol『市格
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医師数の年次推移 各年12月31B現在
医師数

増減率
（人） （%） 

昭和 57年（1982) 167 952 ．． ．． 

59 （’84) 181 101 7.8 
61 （’86) 191 346 5.7 
63 （’88) 201 658 5.4 

平成 2年（’90) 211 797 5.0 
4 （’92) 219 704 3.7 
6 （’94) 230 519 4.9 
8 （’96) 240 908 4.5 
10 （’98) 248 611 3.2 
12 (2000) 255 792 2.9 
14 （’02) 262 687 2.7 
16 （’04) 270 371 2.9 
18 （’06) 277 927 2.8 
20 （’08) 286 699 3.2 
22 （’10) 295 049 2.9 
24 （’12) 303 268 2.8 
26 （’14) 311 205 2.6 
28 （’16) 319 480 2.7 
30 （’18) 327 210 2.4 

令和 2年 （’20) 339 623 3.8 
4 （’22) 343 275 1.1 

人口10万対
（人）

141.5 

150.6 
157.3 

164.2 

171.3 

176.5 

184.4 

191.4 
196β 

201.5 
206.1 

211.7 

217.5 
224.5 

230.4 

237.8 

244.9 

251.7 

258.8 
269.2 

274.7 

（万人）

35 伊

c=::コ底師数

（人〉

m 寸 300.0

15 

100.0 
10 

5 50β 

。。E 1,1 11 E一一七 ,I Id I, Id Iii l1l.一J1I ltl Id Id Iii 11 
0.0 

57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 
昭和・・年平成・年 令和・年
(1982) (2000) (2022) 

出典：令和4(2022）年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況（結果の概要）
httos: //www .mhlw .go. io/toukei/sailくin/hw/ishi/22/dl/R04 kekka-0. odf 
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良4
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岡弘麻酔料
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（年）
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主たる言参議科として選
摂された診蜜剥を集計

出典： i茎師・歯科医師・薬剤師調査、統計
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※内科・・内科、呼吸器、徳環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※外科・－外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、旺門外科、小児外科
※平成18年調査から新設された「研修医」項目は除く。

四炉内手~J

外科

四伽雌整形外科

靖f摩手ヰ

眼科

－産婦人科

崎山府酔l~

園料E清純

耳鼻いんごう料

泌原器科

四品自出掛霊安事制

叫料放射題専i↓

形成外科

リ八ピりテーション斡

※医師届出票において、

R4 主たる診療科として選択
された診療科を集計

（年）

出典：医師・歯科医師・薬剤師謂査、統計



。近年、専攻医数は経時的に増加している。また、診療科の内訳には大きな変化はない。
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0 医師少数区域（二次医療圏）に従事する診療科ごとの人口10万対医師数を全国と比較すると、医師少
数区域の医師が少ない（全国比0.6未満の区域が多くを占める）地域の状況は診療科ごとに差がある。

医師少数区域（二次医療圏ごと）の各診療科における人口10万対医師数の全国比率別区域数

（当該二次医療圏における各診療科の人口10万対医獅数）／（金聞における各診療科の人口10万対医師数）

内科 o
整形外科

精神科

外科

泌尿器科

脳神経外科

眼科

小児科
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※医師・歯科医師・薬剤師統計（令和4年）を基に、医療施設従事医師数を、主たる従業地による二次医療圏、主たる診療科別に集計
※二次医療圏人口は、国勢調査2020のデータを使用
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0 患者調査による推計外来患者数を、類似する傷病を一定程度統合した上で、患者数の多いものを整理すると、高血圧や糖尿病等
の内科領域の疾患の他に、整形外科、皮膚科、眼科、耳鼻科等の疾患が多く見られる。

傷病名
推計外来患者数
（千人）

602.9 

375.1 

319.7 
293.9 

281.8 
201 

173.3 

162 

129.3 

128.8 

114.7 

109.6 

99.7 

87.6 

76.8 

68.5 

66.5 

62..3 
58.4 

58.1 

52.9 

52.4 

統合失調症 49.5 

近視・遠視・老眼 46.3 

43.2 

前立腺肥大症 38.8 

睡眠障害 38.1 

中耳炎・外耳炎 38.1 

32.5 

心不全 31.7 

正常妊娠・産じよくの管理 28.5 

便秘 24 

頭痛（片頭痛） 22 

更年期障害 20 

慢性肝炎（肝硬変、ウイルス性肝炎） 17.4 

末梢神経障害 17.4 

難聴 15.1 

13.6 

乳房の疾患 10.3 

頚腕症候群 9 

圧

症

血

痛

高

腰

皮膚の疾患

糖尿病

外傷

脂質異常症

下痢・胃腸炎

慢性腎臓病

端息・ COPD

がん

アレルギー性鼻炎

骨折

出典：令和5年 f患者調査j

不安・ストレス（神経症）

脳梗塞

－推計外来患者数が15千人以上を基準にして傷病名を抽出。
・ ICD-10による疾病分類（中分類）を参考にして、類似する傷病名を統合して集計。
・ただし、 rx x I健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サーピスの利用j rx x rr特殊自的用コードj
および、その他の大分類の疾患、歯科系疾患は除く。



》現行の医師偏在指標に、地理的な要素（人口密度、医療機関へのアクセス、離島や豪雪地帯といった地理上の特

性）を反映した上で区域を設定することについて

→ 現在、人口密度、医療機関への距離、離島、特別豪雪地帯を要素とした、日本国内における医療機関へのアク
セスに関する尺度が存在している。次期医師確保計画（R9～）における医師少数区域の設定にあたっては、現行

の医師偏在指標に加え、地理的要素を一定反映して医師少数区域を設定することとするが、反映の仕方について

は、引き続き検討する。

》性年齢階級別の医師の労働時間比率について、実態に即したデータを反映することについて

→ 都道府県における医師確保計画の策定に向けた準備期間の確保の観点からは、可能な限り早期に医師偏在指標
を算出することが望ましいちのの、より実態に即したデータを指標に反映する観点から、最新の調査結果を反映

した医師偏在指標の算出が求められると考えられる。医師偏在指標に用いられている医師の性年齢階級別労働時

間比を含め、次期医師確保計画に向けた医師偏在指標の算出に用いるデータについては、可能な限り最新の調査

結果を反映する。

》高年齢医師が多く、数年後に医師少数区域になる可能性がある等、医師の年齢構成の違いの反映について

→ 都道府県や二次医療圏によっては、医師偏在指標の値が同じであってち、高齢医師の割合が高く、若手医師の
流入がなければ、将来的には医師が不足してしまう地域ち考えられるが、そのような地域における医師の確保に

ついては、各地域の実情に応じて適切に対応する必要があると考えられる。そのため、こうした地域については、

既存の医師確保の取組を進める一方、それでち現時点で医師不足が進行する地域については、例えば拠点病院か

らのオンライン診療を実施するなど、現時点での医療の確保に向け、対策を講じることとする。



令和7年9月11日第4団地域産療構想及び医療計画等に関する検討会資料

「診療科偏在jについては、本検討会の議論においてちその重要性に関する指摘がある一方、多様な課題を内包し

ていると考えられ、代表的な視点としては、①担い手の確保の観点、②地域の医療提供体制を維持する観点、③地

域偏在が大きい診療科のアクセス確保の観点がある。それぞれの点について、現状等は以下の通り。

一①・・・ 専門研修制度における総合診療専門医の育成、偏在対策パッケーラに基づく外科医師の業務負担への

配慮・支援等を通じた対策やリカレント教育等の取組を進めている。

ー②・・・ 産科・小児科における医師確保計画を通じた医師偏在対策を進めつつ、出生数減少等の影響を受けて

経営が困難な状況にある小児医療機関や分娩取扱施設の少ない地域における産科医療機関への支援等を通

じ、体制の確保を進めている。

一③・・・ 医師少数区域（二次医療圏）に従事する診療科ごとの人口10万対医師数を全国と比較すると、医師少

数区域の医師が少ない地域の状況は診療科ごとに差がある。また、今後、地域における診療所数の減少ち

見込まれる。地域における各診療科へのアクセスの確保のため、学会、大学、医療機関、自治体等で、オ

ンライン診療を含む遠隔医療を活用した取組が見られる。また、放射線科における遠隔画像診断など、一

部の領域では遠隔による対応が進んでいるちのちある。

希少な疾患への対応については、オンライン診療の roto P with DJにより、身近な医療機関において
専門的な医師の診療を受けられる枠組みがある。

がん医療提供体制について、 2040年を見据え、提供される医療の性質に応じた均てん化・集約化の考え

方として、高度な技術を要する手術等、症例数が少ない場合、医療従事者が不足している診療領域等は集

約化して提供する一方、がん予防や支持療法・緩和ケア等については均てん化の観点から、オンライン診

療等の活用を含め、身近な診療所・病院での提供が望ましいとされている。

若手医師に対して行った意識調査によると、医師不足地域で、の勤務に当たっては、診療上のサポート体制を重要

ネ見している。



令和7年9月11日第4団地域医療構想、及び医療計画等に関する検討会費料

0 「診療科偏在jについては、様々な視点での課題がある中、診療科ごとの状況や特性等に応じた対策を組み合わせつつ、各都道府県
の状況に応じた取組を進めることを念頭に、具体的には以下のような対応の方向性が考えられるのではないか。

（総合的な診療に従事できる医師や外科医師等の確保）

総合的な診療に従事できる医師や外科医師の確保等については、昨年末にとりまとめた「医師偏在是正に向けた総合的な対策パッ

ケージJ等に基づき、引き続き取組を進める。

（医師確保計画を通じた対策）

小児科及び産婦人科については、医師確保計画を通じた医師偏在対策等、引き続き取組を進めつつ、小児医療及び周産期医療の提

供体制等に関するWGにおいて医師確保ち含めた提供体制のあり方について具体的に検討してはどうか。

（遠隔医療の活用を通じた必要な診療へのアクセスの確保）

皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科等、専門性のある医師が少ない地域が多い傾向がある一方で、一定の医療ニーズが存在しうる領域につ

いて、人口減少が進む地域では患者数が限られること、常勤医師の確保がさらに困難になること等を念頭に、学会や自治体等の事例

や、へき地保健医療対策なども参考に、遠隔医療の効果的・効率的な活用等による対応を含めて検討してはどうか。

オンライン診療を含む遠隔医療の活用に当たっては、適時適切な対面診療への切り換えや急変時の対応等ち念頭に、地域の既存の

医療提供体制との連携が不可欠であり、さらに地域のニーズや地域医療への影響を踏まえた対応を行う必要もあることから、都道府

県が中心となり、地域の関係者（大学、医師会等）が関与して、地域で必要な体制の整備を図ることが適当ではないか。

遠隔医療を活用したアクセスの確保の方策については、地域における対策の効果的な実装を支援するために、 Dto P、Dto P with 

Nの他、地域の医師を支援する趣旨でのDto D、Dto P with Dの活用を含め、診療科ごとの特性や都道府県の取組事例等を収集した

上で、都道府県等に対する必要な情報提供等を行うこととしてはどうか。

取組の導入の在り方については、都道府県や医療機関の負担や住民・患者等の混乱を回避するため、遠隔医療を全ての診療科や状

況に一斉に導入するのではなく、例えば、対応する医師の不足等の諜題が顕在化しやすい休日・夜間対応等で遠隔医療による対応の

導入を検討する等、優先順位を定めて取組を進め、地域における課題等を整理しながら順次進めることとしてはどうか。

遠隔医療の活用を進めるに当たり、必要な支援について検討を進めることとしてはどうか。また、医学的な安全性や有効性の確保

ととちに、各診療科の特性を踏まえた適切かつな遠隔医療の実施を図るため、関係学会の協力等ち得つつ、領域ごとの必要な知見の

収集やマニュアルの作成等を行うことを検討してはどうか。



（医療提供体制の総合的な改革について）

tH：.＜らし、みらいの1とめに
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入院医療だけではなく、外来・在宅産療、介護との連携、人

材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る新

たな地域医療構想、の策定

・病床の機能区分（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に

ついて「回復期機能jを「包括期機能Jとして位置付け
・医療機闘機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連

携機能、急性期拠点機能、専門等機能、医育及び広域診療機

能）の報告制度の創設

－二次医療圏を基本とした地域での協議のほか、都道府県単位

での協議、在宅医療等のより狭い区域での協議を実施

－新たな構想、の取組を推進するための総合確保基金の見直し

・都道府県知事の権眼（医療機闘機能報告の創設に伴う必要な

機能の確保、基準病床数と必要病床数の整合性の確保等）

・厚労大臣の責務明確化（ヂータ分析・共有、研修等の支援策）

・新たな地域医療構想に精神医療を位置付ける

・電子力ルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症危機
に備えた電子力ルテ情報の利用等
・マイナ保険証1枚で医療費助成を受けられる仕組みの整備等
・公的DBの利用促進などの医療等情報の二次利用の推進
・社会保険診療報酬支払基金を、医療DXに係るシステム開発・
運用主体として抜本的に改組等

・オンライン診療の法定化・基準の明示
・オンライン診療受診施設の設置者における届出 等

＜医師確保計画の実効性の確保＞
・ 「重点医師偏在対策支援区域（仮称）Jの設定
「医師偏在是正プラン（仮称）Jの策定

＜地域の医療機関の支え合いの仕組み＞
－医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機
関の公的医療機関等への拡大等

・外来医師過多区域における、新規開業希望者への地域で不足
する医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告・公表と、
保険医療機関の指定（6年から3年等への短縮）を連携して運用

・保険医療機関の管理者要件

＜経済的イシセシティブ等＞
・重点医師偏在対策支援区域における支援を実施
》診療所の承継・開業・地域定着支援
》派遣医師・従事医師への手当増額
→保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える
》医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関ヘ支援
※医師偏在への配慮を図る観点、から、診療報酬の対応をさら
に検討。

－全国的なマッチンク、機能の支援

．医師養成過程を通じた取組

・美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
（報告事項）
》安全管理措置の実施状況／専門医資格の有無／相談窓口の
設置状況等

－関係学会による刀イドライン策定 等

その他、一般社団法人立医療機関に対する非営利性の徹底、持ち分なし産療法人への移行計画の認定期限の延長等の措置を行う。
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大学・養成所別看護師学校養成所（3年課程）施設数の推移
校
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看護師養成所（3年課程）における1学年定員数、入学者数及び定員充足率
（人）
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大学（3年課程）における1学年定員数、入学者数及び定員充足率
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（省力化に向けて）
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厚生労働省
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1.基本的な考え方
0 将来の人口構造の変化に対応した医療提供体制を構築することが求められている。
0 人口は、全国的に生産年齢人口を中心に減少するが、 85歳以上を中心に高齢者数は
2040年頃のピークまで増加すると見込まれる。

（略）

0 さらに、生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保が更に困難となることが見込ま
れ、億iき方改革等による労働環境の改善や、医療DX、タスクシフト・シェア等を着実に
推進していくことが重要となる。

医療分野における省力化投資に関し、下記の取組を進めていく

O医師の長時間労働の是正に資する機器等の整備
①電子問診・ Al問診

②患者向け説明動画

③ Alによる診断書等作成

④電子力ルテ用音声入力システム

⑤電子カルテ閲覧モバイル端末

⑥ビジネスチャット等医療関係者間コミュニケーションアプリ等

0看護業務の効率化の推進に資する機器等の評価・導入支援
①音声入力、②ノてイタルサイン値等の自動反映、③インカム

O医療分野における適切で、有効な医療の提供のための機器等の開発・実装
①救急外来カルテ記載支援Al＆治験のデジタル化③内視鏡外科手術におけるAl自動技術評価システム
②循環制御用ロボット麻酔システム ④Sa MD（プ口グラム医療機器）の普及支援 77 



（話題 病床適正化支援事業、三党合意）

ひと，くらし‘,ti/,いBために

厚生労働省
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数は減少傾向にあり、それに伴い病床利用率ち低下している。

輯輔瞳蹴騒翠盟理酪麓麗覇
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資料出所：厚生労働省「病院報告j
※1 療養病床については、平成8～11年は療養型病床群、平成14年は療養
病床及び経過的i日療養型病床群の数億である。

※2 一般病床については、平成8～11年まではその他の病床（療護型病床
群を除く。）、平成14年は一般病床及び経過約旧その他の病床（経過
的！日療養型病床群を除く。）の数値である。

注） 2020年以降、コロナの影響があることに留意が必要 79 



令和7年6月6日 三党合意文書から一部抜粋

自由民主党、公明党、日本維新の合

会合
弘J 4克明正

l，社会開障改革による国民負担の牲；式会実王立するた的の：3吃の協議

体の札果的一環として、 ；Jこの日点を害法駐す γ 。

（目指庶再捕の拡大

人口減少等により不要となると推定される、京＇~J 1 1 :,:f阜（段 u
m 一般病成帽子事義病ヰミ帯精神病成といった病成について、地域

の実晴を踏まえた調査を行ったよで、 2 年 jえの新たな地域医婚

ま幹夫目~に向けて、 不可支社的な金持還を講じつつ、調査会主護士まえてえた

の地域面医予感構想．まで Jニ削減磁を関ることとし、その旨を骨太の才

針に明言己するの当該削減， I)·~ 実主札しと i事 C二は、 「一定的会主史性の

ある試算J （淑 2.）に基づけば、的 1兆円の医；？事脅 1削減効果←ピ計

算されるなピ、一定失致棋のヘ能医楳脅の削減効果地ザ同時できるひ

そのよで、 i感染症等に対応する病成は曜実に確保しつつ、向性減

される品阜の民分や病Z択の：陣闘状；；花、 1~棒する点宅圏外求監号事

等の増加：警も考委慮し／三上で、精査をけう訂

作絞りー粧品成洗び事事長時点の必要高床i肢を趨える高成説的日万 6

成立主びに精神高車内基準病時三執を超える病成数灼 5 不；3ナ成もゆと予

算した品点数（早生労働省主碍べ）

（間： 2 ）潜•J 航事問

ぞう厚生労働省；j~j~~訪問問；~rand e fare 80 



（話題 地域の変化に応じた小児医療体制の
検討）

ひとも〈告し、みらいのた／／）に

ヴ
厚生労働省
Mirtistryol11州州山町叶制，r~ ，o 81 



小児医療について、出生数の減少により小児医療の需要は減少するが、小児では外来医療のニーズが相対的に高
く、また、外来診療に加え、予防接種、乳幼児健診、学校区など、幅広い役割が求められる。このため、地域ごと
に、小児の外来医療提供体制の維持・権保が重要。

出生数（万人） 出生数及び合計特殊出生率の推移 合計特殊出生率 推計患者数の入院と外来の割合
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小児科を標ぼうする病院数は減少しているところ、こどもを安心して生み育てるため、地域ごとに、小児の入院
医療提供体制の維持・確保が重要。

小児科を標ぼうする病院数（都道府県別）
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ご静聴ありがとうございました！

ひと．くらし、r/臼いのために

厚生労働省
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